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令和元年 8 月 9 日発行・第１４号 
 

[東南支部だより] 

[支部事務所]〒861-8045  熊本市東区小山２丁目 20 番２７号(山内事務所) 

[メール] kumamotoshibu@mail.goo.ne.jp  [電話]096-335-7251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（撮影：三浦秀登士） 

今 後 の 行 事 

[10月 9日（水）]               

無料相談会 

  9：30～16：00 

於：熊本東区役所 

[10月 10日（木）]               

無料相談会  

9：30～16：00 

於：熊本南区役所 

 

[1月 31日(金)]                

三支部合同研修会 

 場所：城彩苑  

多目的交流施設 

懇 親 会 

17：00～ 

  場所：阿蘇庭 山見茶屋 

  会費：5,000 円 

 （うち支部から 3,000 円の補助あり） 

巻 頭 言       

  熊本東南支部 支部長 山内 悟司 

 

∫ｆ（x）VS 行政書士 

 

はじめに 

熊本県行政書士会 熊本東南支部（会員）の皆様こんにちは！ 

本年、５月１日から元号“令和”を迎えました。よい年でありますことを祈念しま

す。 

 

熊本東南支部においては、４月の理事選挙の結果、自薦・他薦を含め、理

事は全て再任となりました。先ず、新理事（再任）は、初心を忘れることなく、

東南支部及び会員の益々の発展のため微力ながら頑張って参ります。今後と

も、引続き更なるご支援とご協力をお願い申し上げます。 

 

Ⅰ 新しい元号を迎え、微分・積分（ Volume・Innteguramu）VS 行政書

士として、取り上げました。細かくすることが微分、細かくして足し合わせることが積

分と初歩的な言葉に端を発し、平成・令和を微分や積分の感覚から掲げまし

た。 

現在、微分積分学は、物理学、化学、生物学、経済学などいろいろな分野

で使用されています。例えば、飛行機、新幹線、自動車、コンピュウターなどあら

ゆるもの造に利用されています。 

 

(1)  人口推移 

我が国の総人口の長期的推移は、1192 年鎌倉幕府成立時は 757 万

人、1138 年室町幕府成立時：818 万人、1603 年江戸幕府成立時：1，

227 万人、1716～45 年享保改革時：3，128 万人、1868 年明治維

新： 
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新：3，330 万人、1945 年終戦時：7，199 万人、2000 年 12，693

万人（※いずれも国土審議会政策部会長期展望委員会資料より）、

2017年12，670万人といわれている。今後は、2030年11，912万人、

2075 年 9，744 万人、2115 年：6，312 万人と現在予想されています。 

 

 

(2)  高齢者人口 

高齢者社会は、１９６５年の胴上げ型から、２０１２年の騎馬戦型、そ

して２０５０年肩車型に移行しています。胴上げ型は、６５歳以上１人に

対し９，１人、騎馬戦型は同じく２，４人、肩車型は１．２人（推計）

で高齢者を支える社会が訪れると予想されています。 

高齢者人口（６５歳以上）は、２０１５年の３，３９５万人（全体

の 26.8％）から，今後の見通しとして、２０２５年：３，６５７万人

（全体の 30．3％）、２０５５年：３，６２６万人（同３９．４％）

と推計されています。 

また、認知症高齢者は、２０１５年の 345 万人から２０２0 年に４1０

万人更に、2025 年に４７０万人（１２．８％）に増加すると推計されて

います。 

行政書士は、高齢者社会に対する業務サービスのほか他士業との連携をも

った社会貢献も拡大する事が必要であると考えています。 
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（撮影：三浦秀登士） 

会 務 日 誌 

[4月 27日（金）] 

   定時総会 

15：30～16：45 

  場所：城彩苑  

多目的交流施設 

懇親会 

17：00～ 

場所：阿蘇庭 山見茶屋 
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Ⅱ YUME（ゆめ） 

“おれは 海賊王になるんだ！” これは、尾田栄一郎さんが描かれた

漫画で、１９９７年より、「週刊少年ジャンプ」に連載されています。主

人公のルフィと仲間たちが、大海原で、「ひとつなぎの大秘宝（ワンピー

ス）」を巡って繰り広げられる壮大な冒険の物語です。 

尾田さんは漫画主人公「モンキー・Ｄ・ルフィ」の名義で、2016 年度

に生活再建支援の義援金５億円、2017 年度に復興支援金３億円

を熊本県に贈られています。これら義援金等は、熊本県の応援寄付基

金として、震災復興に活用されているところです。 

熊本県は、「ONE  PIECE（ワンピース）」の主人公「ルフィ」の立像

を 2018 年 5 月県庁プロムナードに設置することとし、漫画原作者の尾

田栄一郎氏＝熊本市出身＝への県民栄誉賞を贈呈しました。 

ワンピースは、週刊少年ジャンプ（集英社）に連載中で、コミックス累計

発行部数が４億３千万部を超えてギネス世界記録に認定されていま

す。 

 

現在、県は“ルフィ”のほかに「麦わらの一味」と呼ばれる仲間の８体の

像を熊本地震で被災した益城町や南阿蘇村など 8 市町村に設置予定

と発表しています（令和１年６月１2 日。） 

 

 麦わら一味の設置計画（予定）は次の通りです。 

 ルフィ（主人公）・・・・熊本県庁（2018 年 11 月 30 日完成）  

 ゾロ（戦闘員）・・・・・大津町（大津中央公園） 

 ナミ（航海士）・・・・・西原村（俵山交流館 萌の里） 

 サンジ（料理人）・・・・益城町（ミナテラス） 

 ウソップ（狙撃手）・・・阿蘇市 JR 阿蘇駅前 

 チョッパー（船医）・・・熊本市（動植物園） 

 ブルック（音楽家）・・・御船町（ふれあい広場） 

 ロビン（考古学者）・・・南阿蘇（東海大） 

 フランキー（船大工）・・高森町（高森駅前） 

画像は著作権等の関係で掲載できませんので、先ず、ルフイを見てください 

  

 

 

 

 

 

 

 

                

 

       （撮影：三浦秀登士） 

会 務 日 誌 

[6月 11日（火）]               

理事会  

9：30～11：30 

於：会議室 

 無料相談会、研修会について 

 

[6月 19日（水）]               

三支部合同理事会 

 10：00～12：00 

於：会議室 

 研修会について 

 

 [6月 24日（月）]               

区役所訪問 

 無料相談会依頼 
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 2018.4.15 付文書（尾田さんから県へ）抜粋 

“中略。今持てる自分の力で親や故郷に恩を返して行くことも当然の

流れかと思います。あらためて、熊本の震災で被害にあわれた方々、

今なおその影響の渦中にいる方々にお見舞い申し上げると共に、今

後も自分にできる最大限のエールを送り続けたいと思います。後

略。” 

 

 この文書をみて、Yume（ゆめ）として掲載しました。 

 

 

Ⅲ 最後に 

 行政書士の一人として、夢と希望を持って、今後も自分にできる社会

貢献を進めていきたいと考えています。 

会員におかれましては、身近な相談者として、益々ご活躍されることを祈

念します。 

 

 （行政書士・税理士：山内悟司） 

 

 

 

 

 

 

 

                

  

 

 

      

投稿のお願い 

①支部活動への希望・提言 

②おるが町・わたしの町（東区・南

区の名所・穴場紹介） 

③私のオフタイム、私のライフ   

ワーク、 私の趣味 

④サークルの呼びかけ 

⑤とっておきの写真 

⑥私は以前こんな仕事をして   

いました（前職の思い出） 

⑦行政書士業務でこんな変わった

仕事をしました…などなど、あな

たの投稿をお待ちしています。 
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［東南支部ニュース］ 

 ★★平成３１年度熊本東南支部定時総会のご報告★★ 

          

平成 31 年 4 月 26 日（金）15 時 30 分より、城彩苑多目的交流

施設において、出席会員数 20 名、委任状出席数 72 名、合計 92 名

が参加して、平成最後となる熊本東南支部の平成 31 年度定時総会が

開催されました。 

藤山副支部長の司会進行のもと、山内悟司支部長の挨拶に続いて、

井口由美子本会会長より来賓挨拶を賜りました。 

議長には横田祥一会員が選出され、また、議事録署名者には、益本

納、三浦秀登士両会員が指名されました。 

第 1 号議案と第 2 号議案は一括審議され、第 2 号議案について、メ

ール会員数及び特別交付金の額、合同研修会費用の負担割合及び官

公庁訪問の旅費日当の計上方法について等の質問があり、執行部よりそ

れぞれ回答がなされたのち、賛成多数により可決承認されました。 

第 3 号議案は賛成多数により可決承認され、第 4 号議案において

は、第 2 号議案と同様の官公庁訪問の旅費日当の計上についての質問

がなされ、執行部より、官公庁訪問についての旅費日当は、事務費の旅

費日当から事業費の事業推進費へ計上し直す旨の回答がなされ、金額

の訂正ののち賛成多数で可決承認されました。 

続く第 5 号議案は役員選挙となり、光岡和隆選挙管理委員長より、

選挙公示から当選者の確定までの経過が報告され、藤山義之会員、山

内悟司会員 2 名の無投票当選となりました。 
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その後、規約第 8 条第 2 項に基づく理事の互選により、山内悟司会員が

支部長に選出されました。 

引き続き、山内悟司支部長より、規約第 8 条第 3 項に基づき、川上賢

一、上田乃梨子、廣野吉法各会員が理事に指名され、また、規約第 8 条第

5 項に基づき、監事として日隠俊朗会員が指名され、賛成多数により可決承

認されました。 

その後、新理事及び新監事の挨拶がなされたのち、盛会のうちに 16 時 45

分に閉会しました。 

総会終了後は、城彩苑内の山見茶屋において懇親会が開催され、18 人の

会員が参加し、ベテランから新人会員まで、和気藹々とした雰囲気の中で会員

相互の懇親を深めました。 

 

   

         （左から 上田、藤山、山内、川上、廣野） 

 

 二年間、どうぞよろしくお願いいたします！ 
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［ 女性部会は必要？］ 

                                 中園 三千代 

 

このたびの寄稿依頼を受け、さてテーマを何にしようか・・・と考えたときに、先日の女性部会総会で、そもそもその存在

意義が話題になったことを思い出しました。女性会員は行政書士会への入会と同時に自動的に「女性部会員」となりま

すが、ご存知ない男性会員からは「えっ！そんなのがあったの？」とか、女性会員からも「女性だけで集まることに何か意味

があるの？」とか、疑問の声が聞こえそうな気がします。   

また本年度の理事会でも「女性部会に予算を使うのはかえって不平等」、「これだけ女性が活躍しているのに今や時代

遅れ」・・・正確ではないかもしれませんが、そのような意見があったと聞き及んでいます。 

 

ところで、毎年１２月頃、「世界経済フォーラム」という国際機関から発表されるジェンダーギャップ指数に関心はおあり

でしょうか？ 世界各国の男女格差を測る指数です。２０１８年は、日本は総合順位で１４９か国中１１０位、

例年だいたいこのくらいの順位です。もちろんＧ２０では最下位です。特に政治分野１２５位、経済分野１１７位と

惨憺たる事実が示されています。これらは、根拠となるデータを見るまでもなく、各種議員や首長の状況、女性が働いて

いると言っても、過半数が非正規職員であることや賃金・昇進格差など、身近に実感できることはたくさんあります。 

 

また記憶に新しいところでは、昨年、医科大・医学部入試における女子学生差別が明らかになりました。これまで様々

な格差を見てきたとはいえ、試験制度は平等と信じたかっただけにこれはショックでした。この不正入試問題は、今でも、

女性であるがゆえに頑張っても報われない社会がある現実をつきつけられた気がします。 

 

さて、冒頭の女性部会の話に戻ります。１９９９年に男女共同参画社会基本法が制定され、男女に関係なく個人

の能力が発揮できる社会を目指すこととなりました。そして国の責任において、女性に不利な状況があれば積極的に改

善することが明記されました。いわゆるポジティブアクションと言われる措置です。 

では、行政書士の女性会員に何か不利な状況があるのか？という話になるかと思います。ほとんどが個人事業主です

から、組織の中で不当に扱われるということはあまりないでしょう。    

ただ、私が２年ほど仕事をする中で、やはり少数派である現実（熊本県は会員６１４人中女性７０人、１１．

４％。全国は１４．２％）から生じる不利な状況は否定できないと感じています。当然個人差はありながらも、様々

な情報や新たな業務開拓のチャンスに触れる交流の機会は、一般的には男性よりも少ないように思われます。 

また封建的な意識が根強く残る熊本のような地方にあっては、「同じ仕事を頼むなら女性より男性」といった面がないと

言えるでしょうか？ 
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 そこに、女性部会の活動の中で、女性会員が気軽に交流をして情報量を増やすことや、同性の心易さもあって女性の

クライアントから相談されるような案件に関する研鑽を積むことなど、女性会員のスキルアップを図る意義は確かにあると思

いますが、いかがでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

［ はじめまして ］ 

山 田  佳 代 

 

はじめまして。昨年の９月に入会させていただきました山田佳代と申します。入会後、研修会や懇親会で先

輩方とお話しさせていただきましたが、みなさま優しくアドバイスいただいたりと、本当に感謝しています。 

なお、平成１７年から司法書士をしておりまして、業務内容を充実させることができたらと思い、この度、行

政書士も登録させていただきました。 

 

お仕事の話ではなくて恐縮ですが、最近、私が興味をもって参加している講座について書きたいと思います。 

みなさまは「７つの習慣」という本はご存じでしょうか？ 

２０世紀に最も影響を与えたビジネス書として、世界３０００万部、４０カ国以上で翻訳された本です。

人の生活を広く扱っている本で、ビジネス書に分類されたり自己啓発などに分類されることもあるようです。 

半年前頃、仲良くしている方から「７つの習慣実践会」に参加して、生活も変わりよくなったという話を聞きま

した。 

「７つの習慣」は、以前読んだときに、これはいいなと思ったものの、書かれているワークの実践をすることもなく、

途中で終わってしまっていました。一人では頑張れませんが、他の方たちと一緒になら頑張れるのではないかと

思い、参加してみることにしました。 

講座の内容としては、書籍「７つの習慣」を用いて、全１２回（月に１回、３時間）に分けて、読んだりワ

ークをしたりしながら理解を深めていきます。 
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４月から参加し始めて、先日４回目を終えました。 

ちなみに前回の内容は、「終わりを思い描くことから始める」というものでした。 

すべてのものは２度つくられます。たとえば、家を建てるときだと、まずは設計図が決まってからつくられるというこ

とは、だれでもイメージできると思います。しかしながら、ビジネスでも子育てでも何でも、意識はできていなくても、

２度つくられています（①知的創造→②物的創造）。１度目の創造を自分で行わない（家族などから押し

付けられたり他者の思惑に従うなど）と、周りのプレッシャーに反応するだけの生き方になってしまうというものです。 

自分自身のリーダシップを効果的にとっていくことができるよう、今回は自分の価値感や原則（自分の中の憲

法のようなもの）を書き出していくことが宿題になりました。 

なかなか日々のタスクに追われがちになってしまいますが、宿題になりましたので、次回までに頑張って書き出

していきたいと思っています。 

 

また、宿題がない講座の時は、最後に、その回の内容を受けて、今後何を変えていくかを宣言し、次回の最

初にどうだったかを発表するようになっています。私は人の目を多少気にしますので、これのおかげもあって、少し

ずつ生活がよくなっていっているように感じます。 

忙しい、忙しいと言いながら、いつの間にか時だけが過ぎてしまわないよう、この講座は継続して参加していき

たいなと思っています。 

もし、「７つの習慣実践会」に興味をもたれた方がいらっしゃいましたら、１回のみの参加も可能ですので、お

気軽にご連絡ください。 

 

 「７つの習慣実践会」の宣伝のようになってしまいましたが、私は、新しいもの好きで、すぐに色々なことに興

味をもちますので、次にお会いした時には、他のことに夢中かもしれません（「７つの習慣実践会」は続けている

と思いますが・・。）。懇親会などでご一緒できた時には、皆さまが興味をもたれていることなども教えていただけ

ましたら嬉しいです。 今後ともよろしくお願いいたします。 
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［ 男の手抜き料理 その５］ 

                  益本 納 

 

あぢーよーアツイよー脳みそ溶けちゃうよーっとバテバテの皆様、この雑文が掲載される

頃には多少は涼しくなっているんでしょうか？ 

こんだけ暑いと火を使ってお料理なんて無理・むり・ムリ・・・で今回はサッパリと「酢の

物」いってみましょうか 

オカズにはなりませんが、一品あれば何かとお役立ち＆彩りも見た目も爽やか？ 

 

用意する道具 

１．  ボウルまたはどんぶりまたは茶碗（要は汁が漏れない器）・・・二つ 

２．  スライサー※野菜をスライスする道具です。プラスッチックの板に刃がついてる 

  カンナ状のヤツ、百円ショップで購入してください。ただし、野菜の薄切りに自信 

のある方は包丁でどうぞ！ 

 

用意する材料、 

１． きゅうり・・・１本（多分、三人分くらい出来ます。家族に河童さんがいる方はも 

  う一本！追加） 

２． 乾燥ワカメおちょこ２杯分くらい（結構増えますからご注意を！） 

３． ジャコ（よく乾燥してるヤツがお奨め） 

４． 塩 

５． 酢 

６． いりごま 

７． 砂糖 

８． めんつゆ 

以上 

 

 

 

 

 

本のジャケ買いではなく、お菓子の

ジャケ買い (^^♪ 

長崎銘菓クルス 

 

 

 

 

 

 

 

 

資生堂チーズケーキ 
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まずは、器その１に乾燥ワカメとジャコを入れて、酢をドバッと入れます。（ひたひたより

多め・・・結構ワカメが吸い込んじゃいます）ここで肝心なのはワカメを水で戻さないこ

と。理由は二つ、乾燥ワカメ自体の塩分で酢の物の塩分調整が不要になること。少

し固めの食感を味わうことが出来ること。（ふにゃふにゃのワカメが好きな方は一度水

で戻してください）同時にめんつゆをティースプーン二杯ぐらい投入してほっときます。つ

ぎに、きゅうりをスライスします。（出来るだけ薄くしてください。） 

 

器その２にスライスしたきゅうりを入れて、塩を一掴み（結構多量）ぶっかけよく揉み

こんで、２～３分後に水道のお水をジャーーと浴びせかけ、器の中で泳がせます。 

 

その後水を切り、片手にきゅうりを掴んでぎゅーーーーと絞り（握力計握る感じね？） 

絞ったヤツを次々に器その１に投入します。そこに多少多めにいりごまを投入して、最

後に砂糖をこれでもかってくらい投入（カレースプーン２杯ぐらいはぜんぜんＯＫ！） 

 

よく、酢の物は酢加減や甘さ加減が難しいと聞きますが、甘い分には後で酢を追加し

て調整すれば大丈夫です。よく混ぜてしばらく冷蔵庫に入れておけば完了です。 

 

応用編 

材料３．の「ジャコ」を「むきえび」「タコ」「カニ」（財布が寂しい方はカニカマ」「長芋」

等に代えるとまた違った味わいになりますよ。 

おためしあれ 

 

  

 

 

編集後記 

これまで編集後記は上田編集長

が毎回執筆してきましたが、支部だ

より創刊時の原点に戻り、理事が

持ち回りで担当することとなりまし

た。これからよろしくお願いします。 

 

 よくスーパーで安売りされているス

ナック菓子の「じゃがりこ」。 

もちろん普通に食べてもおいしい

のですが、お湯を少々注いでかき

混ぜると、あら不思議、スパイスの

きいたポテトサラダ(？)の出来上が

りです。 

B 級グルメ好きの方、ぜひ試して

みてください！ 

                （藤山 義之） 
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［東南支部からのご案内］ 

☆☆☆メール会員登録のお願い☆☆☆ 

熊本東南支部では、経費削減及び会員の利便性を高めるべく、メール(パソコ

ン、スマートフォン及びタブレットで使用できるメールアドレス)による連絡文書及

び「支部だより」の送信をしております。                

文書の送信は、原則として PDF ファイルを添付する方法で行います。 

※メールアドレスについては、許可なく上記目的以外に使用しないこと及び情報漏洩なきよう十分

配慮いたします。 

【登録方法】 お使いのメールソフトから、件名を「メール会員登録希望」とし、 

    ①お名前  ②事務所所在地  ③電話番号 

をご記入のうえ、下記の熊本東南支部専用メールアドレスへ送信をお願いいた

します。なお、今後も紙ベースでの郵送をご希望の方には、従来どおり郵送いた

しますが、支部運営の効率化を図るために、会員の皆様のご協力をお願い申し

上げます。 

〈熊本東南支部専用メールアドレス〉               

kumamotoshibu@mail.goo.ne.jp     
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